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集団宿泊教室担当者セミナー
説明資料

オンライン研修にご参加いただいた先⽣⽅、
ご参加ありがとうございました。
研修中にお⾒せしていた資料です。

集団宿泊教室の準備にお役⽴てください。1

集団宿泊教室の意義や
効果について

熊本県⽴あしきた⻘少年の家
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（１）集団宿泊教室の位置づけ

（２）体験活動の意義と効果

（３）集団宿泊教室の計画
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学校教育法 第31条

｢⼩学校においては、…（中略）…教育指導を⾏うに当たり、児童の体験的な学習活動、特

にボランティア活動や⾃然体験活動、その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合
において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に⼗分配慮しなければならない｣

（第49条、第62条で中、⾼に準⽤）
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□学習指導要領（教育課程の編成領域）
     各教科  道徳  総合的な学習の時間  特別活動

□学校⾏事 （1）儀式的⾏事  
                 （2）⽂化的⾏事  
                 （3）健康安全・体育的⾏事 
                 （4）遠⾜・集団宿泊的⾏事(⼩学校)

 旅⾏・集団宿泊的⾏事(中学校)

                 （5）勤労⽣産・奉仕的⾏事

【遠⾜・集団宿泊的⾏事】
⾃然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる⽣活環境にあって、⾒聞を広め、
⾃然や⽂化などに親しむとともに、よりよい⼈間関係を築くなどの集団⽣活の在り
⽅や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすること。
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・⼦どもたちが育つ環境の変化
①時間、空間、仲間の変化
・コロナ禍（2019年〜）による⽣活環境の変化
・習い事や塾などによる⼦どもたちの⾃由な時間の減少
・規制、ルールによる⼦どもたちの遊び場の減少
→いろいろな体験で得られる成⻑の⼟台が減少

②メディアの変化
・インターネット、SNSの発展→体験をせずとも様々な情報を⼊⼿できる。
・ 親と⼦のコミュニケーションの低下や運動分野の活動減少
→直接体験の減少、⾃然にできるから→あえて体験させることへ変化

→⼦どもへの体験の意図的・計画的提供が求められる
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2030年の社会と子供たちの未来

子供たちが将来就くことになる職業の在り方についても、技術革新等の影響により大きく変化することになると予測されている。

子供たちの65％は将来、今は存在していない職業に就く（キャシー・デビッドソン氏（ニューヨーク市立大学大学院センター教授）

）との予測や、今後10年～20年程度で、半数近くの仕事が自動化される可能性が高い（マイケル・オズボーン氏（オックスフォー

ド大学准教授））などの予測がある。また、2045年には人工知能が人類を越える「シンギュラリティ」に到達するという指摘もある。

このような中で、グローバル化、情報化、技術革新等といった変化は、どのようなキャリアを選択するかにかかわらず、全ての子

供たちの生き方に影響するものであるという認識に立った検討が必要である。

（初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室）

参照︓⽂部科学省
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体験活動の意義

体験活動は、豊かな⼈間性、⾃ら学び、⾃ら考え
る⼒などの⽣きる⼒の基盤、⼦どもの成⻑の糧と
しての役割が期待されている。
思考や実践の出発点・基盤、あるいは思考や知識

を働かせ、実践して、よりよい⽣活を創り出してい
くために体験が必要である。

参照︓⽂部科学省,体験の教育的意義

8



5

体験活動の意義
期待される効果
・現実の世界や⽣活などへの興味・関⼼、意欲の向上
・問題発⾒や問題解決能⼒の育成
・思考や理解の基盤づくり
・教科等の「知」の総合化と実践化
・⾃⼰との出会いと成就感や⾃尊感情の獲得
・社会性や共に⽣きる⼒の育成
・豊かな⼈間性や価値観の形成
・基礎的な体⼒や⼼⾝の健康の保持増進

参照︓⽂部科学省,体験の教育的意義
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□児童・⽣徒の実態の把握及び⽬的設定
□⽬的達成のための⽬標設定
□⽬的達成のための活動プログラムの設定
□事前・事後学習の重要性

集団宿泊教室の計画
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利⽤申請書類について
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利⽤申請書類について

提出する上で⼤事なキーワード

・もれなく

・まちがいなく

・おくれなく
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利⽤申請書類について

・もれなく（申請書をダウンロード）

・まちがいなく（ダブルチェック）

・おくれなく（利用３週間前必着）

今年度最新の
書類を！
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利⽤申請書類について

①利⽤許可申請書

・公印省略が可能になりました
・⽬的、⽇時、⼈数、連絡先
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利⽤申請書類について

②利⽤者名簿

・学校で⾃作されてもOKです
（様式は揃えてください）
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利⽤申請書類について

③活動プログラム表

・班、船、⾷事の数
・荒天プログラム

※現地研修や事前相談で
決まったことを反映させ
てください
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利⽤申請書類について

④⾷事注⽂表（新）
・注⽂弁当受け渡し場所・時間
・⾷事時間の確認（⼿引きP12）
・変更がある場合はすぐに電話
→書き換えたものをFAX

令和8年度から利⽤⽇1週間前を
きったら、キャンセル対応は、
「４⾷まで」となりました。
詳しくは⼿引きP12を参照
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利⽤申請書類について

⑤⾷物アレルギー確認票１（新）

・令和８年度から追加
・アレルギーがある⽅のみ記⼊（個⼈票）
→記⼊するのは保護者

・記⼊者に確認連絡がある場合あり
※担当の先⽣とのやりとりで、必要が
あれば、保護者の⽅にご連絡します。
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利⽤申請書類について

⑤⾷物アレルギー確認票２（新）

・確認票１をとりまとめる
→記⼊するのは引率者

・転記ミスに注意
・記⼊者に確認連絡がある場合あり
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利⽤申請書類について

⑥飲料⽔注⽂表（新）

・飲料⽔の⽀払いだけ⾷堂で
直接⽀払います

・⽀払い⽅法は現⾦もしくは振込

令和8年度から
お茶・アクエリアスの
値段が上がっています

令和8年度から利⽤⽇1週間前を
きったら、キャンセル対応は、
「４本まで」となりました。
詳しくは⼿引きP12を参照
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利⽤申請書類について

⑦返信⽤封筒
・あしきた⻘少年の家が学校へ
「利⽤許可書」を送るために使います
・宛名記⼊
・切⼿を貼ってください

※書類⼀式をメールやFAXで提出の
場合は、封筒不要です。

110円
切⼿
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利⽤申請書類について

⑧施設等利⽤料免除申請書

・公印省略可
・⼿引きP11
・各種⼿帳のコピーを利⽤当⽇に
⾒せて等級を確認させてください
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利⽤申請書類について

⑨利⽤変更許可申請書

・公印省略可
・事前提出の必要なし

〜記⼊してもらう場⾯〜
・⾬が降ってマリン活動が中⽌
・⽋席で、○⼈になった
・利⽤期間が変更になった
（台⾵、感染症等）
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利⽤申請書類について

・もれなく（申請書をダウンロード）

・まちがいなく（ダブルチェック）

・おくれなく（利用３週間前必着）

今年度最新の
書類を！
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病院受診に必要なもの

原則、必要なものは
①マイナンバーカード（原本）

もしくは
資格確認証（コピー可）

②⼦ども医療費受給者証

次に…
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施設近辺の病院は
⼿引きP13を参照

※持参していなくても
受診可能だそうです。

（R8.4⽉現在）

○受診当⽇は全額負担。
○後⽇、必要なものを持参
していただくと、返⾦対
応あり。
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安全管理と感染症対策
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安全管理と引率者の役割
学校での⽇々の教育活動と同様に、学びのある、効果的な
体験活動も「安全」という⼟台の上に成り⽴っています。

・マリン活動
・野外活動
・創作活動
・⾷事（⾷物アレルギーの対応）
・その他、活動外の時間帯

実はこの時間帯の
ケガも多いので、
引率者で⾒守りを。
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安全管理と引率者の役割
・いつもと違う環境
（いつもと違う場所、初めて来た場所、チャイムなし
⼦どもたちの⼼境ワクワク・ソワソワ）

・⽬の届きにくい場所や時間帯

・引率者全員で安全を守る
（声かけ、⾒守り、役割分担、安全意識の向上）
・施設職員との密な連絡
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安全管理と引率者の役割
⾷物アレルギー対応
「利⽤の⼿引き」１２ページ、３３ページ

・⾷事注⽂表、⾷物アレルギー確認票①および②
・⾷堂と⾷物アレルギー対応について利⽤前に確認
・当⽇は毎⾷１０分前を⽬処に代替⾷の受け渡し
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安全管理と引率者の役割

↓

個
⼈
票
は
保
護
者
記
⼊

↓

⼀
覧
は
引
率
者
で
取
り
ま
と
め
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⽣活⾯での取り組み

利⽤者の傷病発⽣時の対応

・引率者から事務室へ報告
・症状等の確認・ヒアリング、発症者（同室者）の隔離
・専⾨機関への相談・通報
・傷病者本⼈、団体動向の検討
・翌⽇からの利⽤予定団体へのアナウンス
・退所後の経過観察（病院受診の結果等）

初期対応とともに
事務室にもお願いします
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活動⽀援における取り組み（１）
野外活動資料の事前提供
施設HPからダウンロードできるように

⾃分ごと
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活動⽀援における取り組み（２）
マリン活動 乗船⼈数や艇数
・ペーロン、カッターの⼈数はコロナ前の数
（ペーロン︓⼩学⽣３５⼈、中学⽣３０⼈）
（カッター︓中学⽣２０⼈） ※艇⻑・舵取を含む

・合わせて最⼤５艇まで出艇可能
・舵取は⻘少年の家職員と、引率の先⽣⽅で
・ライフジャケット・櫂は⽚付けまでご協⼒を︕

40



21

活動⽀援における取り組み（２­２）
先⽣⽅への安全管理についてのお願い
・舵取の引率の先⽣を、各艇１⼈ずつ決めておく
①船の「舵」を操作し、進路を調整する
②進路や休憩は、職員から指⽰があります
③児童・⽣徒へ安全⾯での声かけ
④⼦どもたちの事を知る、良い機会にする
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活動⽀援における取り組み（２­３）
先⽣⽅への安全管理についてのお願い
・マリン活動実施の可否について

①活動前に「態度決定」
②最新の気象情報をもとに
③活動途中の「中⽌」もある
④荒天プログラムも準備
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活動⽀援における取り組み
先⽣⽅への安全管理についてのお願い
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